
○神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の管

理職手当に関する規則 

 
平成  年４月１日

規 則  第 ６ 号
  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関

する条例（平成 23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第 17号。以

下「条例」という。）の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（支給範囲）  

第２条 条例第 10条第１項の規定により規則で指定する職は、別表に掲げるも

のとする。  

（管理職手当の月額）  

第３条 管理職手当の月額は、別表に掲げる職の区分に対応する額とする。  

（支給方法）  

第４条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。  

（管理職手当を支給しない場合）  

第５条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなか

った場合（条例第28条第１項の場合及び神奈川県町村情報システム共同事業

組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 23年神奈川県町村情報シス

テム共同事業組合条例第６号）第９条第１項の規定による療養休暇（同項第

２号の規定による療養休暇にあっては、通勤（地方公務員災害補償法（昭和

42年法律第121号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）による傷病の場

合に限る。）の場合を除く。）は、その月の管理職手当は、支給しない。  

（実施細目） 

第６条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職手当に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。  

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

  



別表（第２条、第３条関係）  

職 額  

１ 事務局長  88,500円 

２ 次長 72,700円 

３ 主幹で管理者が別に指定する者  51,900円 

 


